
町からのお知らせHot  Town News

▼ 
職
員
採
用
試
験
の

受
験
案
内
に
つ
い
て

▼ 

「
８は

ち

０ま
る

２に
い

０ま
る

表
彰
」
を
行
い
ま
す

　

～
80
歳
で
20
本
以
上
の
歯
を
残
そ
う
～

▼ 

海
外
と
の
草
の
根
交
流
募
集
‼

▼ 

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
期
限
が
延
長
さ
れ
ま
す
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農
水
省
の
調
べ
に
よ
る
と
、
有
害
鳥
獣
に
よ
る
農

作
物
の
被
害
金
額
は
、
年
間
約
２
百
億
円
に
も
上
り

ま
す
。
農
業
被
害
を
軽
減
す
る
た
め
に
は
、
被
害
を

受
け
に
く
い
農
地
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
が
重
要
で

す
。

　
○�

農
地
と
そ
の
周
辺
に
は
野
菜
の
ク
ズ
を
置
か
な

い
。

　
○�

柿
の
葉
な
ど
、
鳥
獣
を
農
地
に
誘
引
す
る
要
因

と
な
る
餌
を
放
置
し
な
い
。

　
○�

耕
作
放
棄
地
な
ど
、
鳥
獣
の
隠
れ
場
所
と
な
る

環
境
を
つ
く
ら
な
い
。

　
ま
た
、現
実
に
被
害
が
発
生
し
て
い
る
現
場
で
は
、

個
々
の
農
地
に
ト
タ
ン
や
電
気
柵
な
ど
侵
入
防
止
対

策
を
講
じ
る
こ
と
も
、
重
要
で
す
。
資
材
等
購
入
に

あ
た
り
、
町
の
補
助
事
業
も
あ
り
ま
す
の
で
、
必
要

に
応
じ
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

（
補
助
要
件
）

●�

野
猿
・
野
猪
等
に
よ
る
農
作
物
へ
の
被
害
を
防
止

す
る
目
的
で
農
地
の
周
囲
に
設
置
す
る
。

●�
捕
獲
わ
な
お
よ
び
捕
獲
柵
を
対
象
と
す
る
場
合

は
、
網
・
わ
な
猟
免
許
有
資
格
者
で
あ
る
こ
と
。

●�

一
ほ
場
に
お
け
る
同
じ
補
助
メ
ニ
ュ
ー
の
重
複
設

置
は
対
象
外
。

●�

捕
獲
わ
な
お
よ
び
捕
獲
柵
以
外
の
資
材
は
、
農
協

ま
た
は
町
内
業
者
か
ら
導
入
。

●�

申
請
書
受
付
は
10
月
末
日
ま
で
と
す
る
。

（
補
助
率
等
）

　
《
補
助
金
限
度
額　
２
万
円
》

　
・
防
鳥
ネ
ッ
ト

　
・
猪
ネ
ッ
ト

　
・
捕
獲
わ
な
（
く
く
り
わ
な
等
）

　
《
補
助
金
限
度
額　
３
万
円
》

（
た
だ
し
、
農
業
生
産
法
人
に
あ
っ
て
は
限
度
額
な
し
）

　
・
波
ト
タ
ン

　
・
金
網

　
・
電
気
牧
柵

　
《
補
助
金
限
度
額　
５
万
円
》

　
・
捕
獲
柵
（
囲
い
わ
な
）

　
・
捕
獲
わ
な
（
箱
わ
な
）

　
・
猪
被
害
農
地
法
面
復
旧
費

�

（
た
だ
し
町
内
業
者
施
工
に
限
る
）

　
《
補
助
金
限
度
額　
70
万
円
》

　
・
サ
ル
用
電
気
ネ
ッ
ト
等

＊�

い
ず
れ
の
メ
ニ
ュ
ー
も
必
要
経
費
の
二
分
の
一
を
補
助

も
し
く
は
限
度
額
を
補
助
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。

　
そ
の
他
、
新
規
狩
猟
免
許
取
得
補
助
も
あ
り
ま
す
。

１
．
試
験
職
種
・
採
用
予
定
数

　
一�

般
事
務　
２
名
程
度
お
よ
び
身
体
に
障
害

の
あ
る
人
1
名

　
保 

健 

師　
１
名

　
受
付
期
間　
７
月
13
日
㈮
～
８
月
14
日
㈫

２
．
受
験
資
格

　

�　
一
般
事
務
職
は
い
ず
れ
も
昭
和
58
年
４
月

２
日
か
ら
平
成
７
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
方
で
、
身
体
に
障
害
の
あ
る
人
は
障
害

の
程
度
が
１
級
か
ら
６
級
ま
で
の
方
。

　

�　
保
健
師
は
昭
和
58
年
４
月
２
日
以
降
に
生

ま
れ
た
方
で
、
保
健
師
免
許
を
有
す
る
方
ま

た
は
平
成
25
年
３
月
末
ま
で
に
取
得
見
込
み

の
方
。

３
．
受
験
案
内
お
よ
び
申
込
書

　

�　
総
務
課
お
よ
び
各
支
所
町
民
課
に
あ
り
ま

す
。

４
．
試
験
（
高
校
卒
業
程
度
）
及
び
試
験
会
場

　
第
１
次　
９
月
16
日
㈰

　
　
広
島
市
西
区　
広
島
工
業
大
学
専
門
学
校

　
第
２
次　
11
月
18
日
㈰

　
　
神
石
高
原
町
役
場

５
．
採
用

　
平
成
25
年
４
月
予
定

　
神
石
高
原
町
歯
科
衛
生
連
絡
協
議
会
で
は
、
厚
生
労
働
省
と
日
本
歯

科
医
師
会
が
推
進
し
て
い
る
８
０
２
０
運
動
（
80
歳
に
な
っ
て
も
20
本
以

上
自
分
の
歯
を
保
と
う
と
い
う
運
動
）
を
受
け
て
、
80
歳
以
上
で
20
本

以
上
ご
自
分
の
歯
を
お
持
ち
の
方
に
敬
意
を
表
し
て
表
彰
を
行
い
ま
す
。

　
該
当
さ
れ
る
方
は
、
町
内
の
歯
科
医
院
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

　
こ
れ
ら
の
手
当
を
受
け
て
お
ら
れ
る
方
は
、
毎
年
、
現
況
届
の
提
出

が
必
要
で
す
。

　
現
況
届
を
提
出
さ
れ
な
い
場
合
は
、
手
当
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
り
ま
す
の
で
、忘
れ
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。（
受
給
者
の
方
に
は
、

あ
ら
か
じ
め
通
知
し
ま
す
。）

●
児
童
扶
養
手
当�

８
月
１
日
（
水
）
か
ら
８
月
31
日
（
金
）
ま
で

●
特
別
児
童
扶
養
手
当
・
特
別
障
害
者
手
当
等

�

８
月
13
日
（
月
）
か
ら
９
月
11
日
（
火
）
ま
で

　
詳
し
く
は
、
福
祉
課
ま
た
は
各
支
所
町
民
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

　
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
未
来
戦
略
室
で
は
、
平
成
24
年
度
か
ら
海
外
の
国
や
地
域
と
の
経

済
交
流
や
国
際
交
流
を
目
的
と
し
た
「
都
市
交
流
調
査
事
業
」
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

将
来
的
に
町
の
活
性
化
を
目
指
し
、
姉
妹
都
市
提
携
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

　
海
外
と
草
の
根
交
流
（
例
：
留
学
、
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
、
海
外
研
修
生
受
入
、
農
産
物

輸
出
入
取
引
等
）
を
行
っ
て
い
る
町
内
の
個
人
・
団
体
・
企
業
等
自
薦
他
薦
は
問
い
ま

せ
ん
。
情
報
を
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
ま
で
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

●
募
集
締
切
：
平
成
24
年
8
月
31
日
（
金
）

詳
し
く
は
、
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
未
来
戦
略
室
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
国
民
年
金
制
度
は
、
20
歳
か
ら
60
歳
に
到
達
す
る
ま
で
の
40
年
間
に
国
民
年
金
保
険
料
を

納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
で
満
額
の
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
保
険
料
を
納
め
ら
れ
な
か
っ
た
期
間
が
あ
る
場
合
や
資
格
取
得
届

な
ど
の
届
出
忘
れ
に
よ
り
国
民
年
金
の
資
格
期
間
が
な
い
場
合
に
は
、
将
来
の
年
金
が

少
な
く
な
っ
た
り
、
年
金
そ
の
も
の
が
受
給
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
。《
※
保
険
料
納
付
や
免
除
等
の
合
計
が
25
年
（
３
０
０
月
）
未
満
の
場
合
》

　
こ
の
よ
う
な
事
態
を
避
け
る
た
め
に
、
昨
年
法
律
が
改
正
さ
れ
、
国
民
年
金
保
険
料
の

納
め
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
が
過
去
２
年
か
ら
過
去
10
年
に
延
長
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。（
納
付
期
限
が
延
長
で
き
る
期
間
は
、
平
成
24
年
10
月
１
日
か
ら
平
成
27
年
９
月

30
日
ま
で
の
３
年
間
で
す
。）

　
具
体
的
に
は
平
成
14
年
10
月
以
降
の
納
め
ら
れ
な
か
っ
た
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
既
に
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
お
持
ち
の
方

は
、
納
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
過
去
10
年
間
の
保
険
料
を
納
付
す
る
た
め
に
は
、
事
前
に
申
し
込
み
、
審
査

を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
該
当
の
方
へ
は
、
本
年
８
月
以
降
に
日
本
年
金
機
構
か

ら
お
知
ら
せ
が
届
き
ま
す
の
で
ご
覧
い
た
だ
き
、ご
自
身
の
記
録
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●
お
問
い
合
わ
せ
先
　　
備
後
府
中
年
金
事
務
所

　
☎
０
８
４
７
‐
４
１
‐
７
４
２
１　
住
民
課
ま
た
は
各
支
所
町
民
課

▼ 

有
害
鳥
獣
対
策　

サ
ル
・
イ
ノ
シ
シ
の
被
害
を
減
ら
し
ま
し
ょ
う
！

▼ 

【
町
補
助
事
業
に
つ
い
て
】　

野
猿
・
野
猪
等
被
害
防
止
対
策
事
業

●
応
募
資
格

　
平
成
24
年
12
月
31
日
現
在
で
満

80
歳
以
上
の
神
石
高
原
町
民

�

※�

過
去
に
表
彰
さ
れ
て
い
る
方
は
除
き
ま
す
。

●
申
し
込
み
期
限

　
９
月
29
日
㈯
ま
で

●
表
彰
式

　
歯
科
保
健
講
演
会
に
先
立
ち
表

彰
し
ま
す
。※
該
当
者
に
は
ご
案
内
を
し
ま
す
。

●
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
町
内
の
歯
科
医
院
、

　
保
健
課
健
康
係

▼  

児
童
扶
養
手
当 

・ 

特
別
児
童
扶
養
手
当 

・ 

特
別
障
害
者
手
当  

等 

受
給
者
の
皆
さ
ま
へ

 　

現
況
届
の
提
出
を
お
忘
れ
な
く
！
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